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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。相談業務の案内

相　　　談 日　時 場所／問合先

○弁護士相談（事前に要予約 )

（弁護士が法的な見解等を助
言 )

11月10日（金）、24日（金）
12月8日（金）、22日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

11 月 16日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階相談室 /☎(43)6611
0120-46-7830

12 月 18日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

12 月 26日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

11 月 28日（火）
10時～ 12時

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

12 月 21日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○法律相談 ( 事前に要予約 )
※栃木市社会福祉協議会主催

11月7日(火)、21日(火)
9 時～ 12時

大平地域福祉センター ふるさとふれ
あい館 /社会福祉協議会大平支所
☎ (43)0294

〇宅地建物相談 (事前に要予約)
( 土地・建物の売買や賃貸借、
所有と管理に関する相談 )

11 月 17日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○市民相談
(日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○消費生活相談 ( 商品やサー
ビスなど消費生活全般の相談 )

月～金曜日
9時～ 16時

入舟庁舎 /
消費生活センター☎ (23)8899

○合同相談
(行政相談・人権相談 )

　※移動県民相談も同時開設

11月14日（火）、28日（火）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

11 月 16日（木）※
10時～ 12時

大平総合支所 1 階 相談室 /
大平市民生活課☎ (43)9211

12 月 13日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

12 月 26日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 大会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

11 月 28日（火）※
13時 30分～15時 30分

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

12 月 21日（木）
13時 30分～15時 30分

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎ (43)6611
0120-46-7830

厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

○いじめ相談電話
月～金曜日 9時～ 17時
※土 ･ 日 ･ 祝日 ･ 時間外
は留守番電話 ･FAX

本庁舎 /
青少年育成センター☎ (24)0667
FAX (21)2690

○青少年相談
(非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

○家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の
子どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

○ドメスティック・バイオレン
ス相談 (配偶者等からの暴力 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 /
子育て支援課☎ (21)2229

○障がい児者相談
(福祉サービスの利用・障がい
を理由とする差別・合理的配
慮及び虐待防止に関する相談 )

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎 /
障がい児者相談支援センター (障がい
福祉課内 ) ☎ (21)2235、(21)2236、
(21)2208 FAX (21)2682

○就労支援相談(事前に要予約)

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時
( ※祝日を除く )

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時
( ※祝日を除く )

大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

思川開発事業とは？
　利根川水系渡良瀬川の支川である思川の上流部南摩川に南摩ダムを建設
し、洪水調節、河川環境の保全等のために必要な水量確保のほか、水道用
水といった利水機能を持つ事業で、平成２８年に
国において事業継続が決定しました。
　洪水調節、河川水量の確保については、国、茨
城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都が参画し、
水道用水である利水には、栃木県、鹿沼市、小山市、
茨城県古河市、五霞町、埼玉県、北千葉広域水道
企業団が参画しています。

県が参画している理由は？
　県は、県南地域（栃木市、下野市、壬生町、野木町）の水道水源の高い
地下水依存率や、地下水の汲み上げ過ぎによる地盤沈下の可能性、さらに
地下水汚染による利用制限の実例等の状況から、地下水のみに依存し続け
ることは望ましくないと考え、将来にわたり安全な水道水の安定供給を確
保するためにも、地下水と表流水のバランスを取れるようにしておくべき
であると考えています。栃木市や他の県南地域の市町は、県のこのような
考え方に理解を示しています。

市等が県の考え方に理解を示す理由は？
　現在、市は飲料水の 100%を地下水に依存しており、河川等の表流水
を使う権利を持っていませんが、次の理由から、これからは表流水を使う
権利も確保しておくことが望ましいと考えています。

●市は、地盤沈下や地下水汚染等も経験しています。今後も安心な水の

確保のための危機管理を進める必要があります。
●一部地域では地下水の水質が悪く、飲料水として用いるために、現在
でも薬剤による浄化をしています。将来の水に対する不安を解消する
必要があります。
●市は、産業団地の造成や分譲を進めていますが、進出する企業等に対
し、必要な水を安定的に供給するためにも水の確保は必要です。

具体的な協議はこれからです
　県は、将来的には思川から取水・浄化した水を、県南の市や町に供給す
る用水供給事業を予定していますが、市がその供給を受けることになった
場合の水道料金等は、まだ全く決まっていません。
　それらについては、今後、市も参加している県南広域的水道整備協議会
等において具体的に協議されることになります。

今後の見通し
　市が現在策定中である今後10年間を見据えた「水道ビジョン」計画で
は、水源は地下水のみを前提として進めています。従って、まだ暫くは地
下水に100%依存することになります。

　今後、県や関係市町と具体的な協議を行う段階
になりましたら、市民の皆様にお知らせする とと
もに、ご意見も伺って参ります。

問合先　総合政策課　☎（21)2301

  ～思川開発事業と本市のかかわりについて～

北朝鮮ミサイル発射に伴う本市の対応

全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練を行います

　８月２９日（火）早朝、北朝鮮からミサイルが発射された際に、「全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）」に自動連動して、屋外スピーカーにより市
民の皆様にその情報をお知らせすべきところ、機器が作動しませんでした。
これは、国のミサイル関連情報の配信信号の変更に、市の放送システムが対
応できていなかったことが原因です。
　この事態を受け、現在、放送システムの早急な改修に取り組んでいます。
なお、改修が完了するまでの間の緊急事態に備え、職員が手動操作で放送す
ることで万全を期しています。

　こうした中、９月１５日（金）早朝、再び北朝鮮からミサイルが発射され
た際には、Ｊアラートの配信を受けて、手動操作により放送を実施しました。
しかし、その際、市の放送システムが利用している携帯電話通信網において、
通信経路に一時的に過大な負荷がかかったことにより放送ができなかったス
ピーカーが３１か所あったことが判明しました。この件につきましても、現
在、システム開発会社により、早急な改善を進めているところです。

　また、９月１６日（土）正午ごろ、放送システムの改修作業中に、施工業
者が各機器の連動を確認しようとしたところ、誤ってサイレン音を放送して
しまうという事故が発生しました。今後につきましては、改修作業や点検等
で確認テストをする際は、あらかじめサイレン等が鳴る場合があることをお
知らせするなどの対応を心がけます。
　北朝鮮のミサイル発射に伴う屋外スピーカーの一連の対応につきまして
は、市民の皆様に度重なるご迷惑等をおかけしてしまいましたことを、深く
お詫び申し上げます。

　Ｊアラートの情報伝達訓練を、下記の日程で全国一斉に行います。当日は、
下記の機器等にて、Jアラートのテスト放送が流れます。ご理解とご協力を
お願いします。
訓練日時　　11月 14日 ( 火 )　11時頃
放送内容　「上りチャイム+これは Jアラートのテストです。+下りチャイ
ム」を3回繰り返します。
放送される機器等　〇屋外スピーカー（市内110か所）　〇防災ラジオ（自
動起動して放送します）　〇 FMくらら857緊急割込み放送

問合先　危機管理課　☎ (21) ２５５１


